
第１号様式（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 戸籍事務 

行政機関等の名称 大府市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

総務部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民の身分関係を登録公証する戸籍事務を執行する

ため 

記録項目 

氏名、性別、生年月日、住所、国籍・本籍、続柄、

親族関係、身分関係歴、犯罪、後見、破産 

 

記録範囲 
大府市に本籍がある国民及び大府市に関連する非本

籍任 

記録情報の収集方法 
本人 

本人以外（検察庁、法務局、裁判所の行政機関） 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

有 

記録情報の経常的提供先 

有（法務省戸籍副本データ管理センター、名古屋法

務局半田支局、名古屋地方検察庁、知多保健所、熱

田税務署） 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）大府市総務部行政管理課 

（所在地）大府市中央町五丁目７０番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 



個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理フ

ァイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

－ 

備   考  

 


